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平成24年10月1日	中労委発表
本田技研工業不当労働行為
再審査事件（平成21年（不再）
第25号）命令書交付について

中央労働委員会第三部会（部
会長都築弘）は、平成24年9月
28日、標記事件に関する命令書
を関係当事者に交付しましたの
で、お知らせします。
命令の概要は次の通りです。

【命令のポイント】
～退職後に発症したアスベス
ト健康被害について、退職者は
「雇用する労働者」に当たらな
いとして会社が団体交渉申入れ
に応じなかったことは、不当労働
行為に当たるとした事案～

アスベスト曝露による悪性胸
膜中皮腫の労災認定を、組合
員Aが退職から約40年経た後
に受け、これに起因して団体交
渉申入れがなされたことについ
て、中皮腫の潜伏期間が30～
50年であることから、退職前に
紛争が顕在化しなかったのには
やむを得ない事情があったとい
える。
よって、Aは労組法上の「雇
用する労働者」に準じて考える
ことができる。
また、紛争解決のための他の

方途が用意されているとか、団
体交渉の実施に問題が生じる
懸念があるなどの特段の事情は
認められないことから、本件団
体交渉申入れに会社が応じない
ことに正当な理由があるとはい
えず、会社の対応は不当労働
行為に当たる。
Ⅰ		 当事者
再審査申立人：本田技研工業
株式会社（「会社」）［東京都港
区］従業員約29,667名（21.4.1現
在）
再審査被申立人：全日本造船
機械労働組合アスベスト関連産
業分会（「組合」）［横浜市鶴見
区］
組合員約55名（22.4.23現在）
Ⅱ		 事案の概要
1		 本件は、会社が、組合員A
のアスベスト健康被害に関す
る補償等を議題とする団体交
渉申入れに対し、Aは既に退
職しており労組法上の「雇用
する労働者」に当たらないとし
て、これに応じなかったことが
不当労働行為であるとして救
済申立てがあった事件である。
2		 初審神奈川県労委は、組合
は「使用者が雇用する労働者
の代表者」であると認められ、
会社が本件団体交渉申入れ
に応じなかったことは、労組法

7条2号に該当する不当労働
行為であるとして、本件団体
交渉申入れを拒否してはなら
ないこと及び文書手交を命じ
たところ、会社はこれを不服と
して、再審査を申し立てた。
Ⅲ		 命令の概要
1		 主文
（1）	初審命令主文を次のとおり
変更する。
	 	 会社が団体交渉を拒否し
たことは、不当労働行為であ
ることを確認する（具体的内
容は省略）。

（2）	その余の本件再審査申立
てを棄却する。
2		 判断の要旨
（1）	組合は、労組法7条2号の
「使用者が雇用する労働者
の代表者」に該当するか。
	 	 労組法7条2号の規定を合
目的的に解釈すれば、退職後
の労働者に係る個別労働紛
争解決のための団体交渉に
ついては、退職前の雇用関係
に起因して、退職者の生命・
健康にかかわるなどの客観的
に重大な案件に係る紛争が
発生し、退職前に当該紛争が
顕在化しなかったことにつき、
客観的にみてやむを得ない事
情が認められるような場合に
は、例外的に「雇用関係が確
定的に終了したとはいえない
場合」とみなし、「雇用する労
働者」に準じて考えるのが相
当である。
①	 組合員Aは1年以上にわた
り、いわゆるアスベスト曝露作
業に従事しており、②その後、
悪性胸膜中皮腫を発症し、③
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労災認定を受け、④これらに
起因して本件団体交渉拒否
事件が発生していることから
すれば、退職前の雇用関係に
関連して、退職者（組合員A）
の生命・健康にかかわる重大
な案件に係る紛争が発生した
ものといえる。
	 	 そして、中皮腫の潜伏期間
は概ね30～50年であることか
らすると、退職前に当該紛争
が顕在化しなかったことにつ
いては、客観的にみてやむを
得ない事情があったといえる。
	 	 以上から、本件について
は、例外的に「雇用関係が確
定的に終了したとはいえない
場合」とみなして、組合員Aを
「雇用する労働者」に準じて
考えることができ、組合は、労
組法7条2号の「使用者が雇
用する労働者の代表者」に該
当するといえる。

（2）	組合の要求する団体交渉
事項は義務的団交事項に該
当するか。
	 	 団体交渉事項①（組合員
Aの職場をはじめとする会社
におけるアスベスト曝露の実
態について調査して組合に明
らかにすること）のうち、組合
員Aの職場における実態調査
については、安全衛生、災害
補償に関する組合員の職場
環境についてのものであるか
ら、同組合員の労働条件等と
して、義務的団交事項に該当
すると解するのが相当である。
また、団体交渉事項②（悪性
胸膜中皮腫の発生及びその
責任を認めて組合員Aに文

書で謝罪すること）と同③（組
合員Aに悪性胸膜中皮腫に
関する損害賠償を行うこと）に
ついては、退職前の雇用関係
に関連して発症した健康被
害に関するものであるから、同
組合員の労働条件等として、
義務的団交事項に該当する
と解するのが相当である。
	 	 しかし、団体交渉事項①の
うち組合員Aの職場以外の
職場における実態調査、同④
（会社及び関連会社におけ
るアスベスト健康被害の実態
を明らかにすること）及び同⑤
（組合員Aの元同僚などの
退職者にアスベスト曝露の実
態を知らせるとともに健康診
断等を呼びかけること）につい
ては、会社には同組合員のほ
かに組合に所属する従業員
及び退職者は存しないことか
ら、組合の組合員に係る労働
条件等であるとはいえず、同
組合員の労働条件に重要な
影響を与えるものであるともい
えないことから、義務的団交
事項に該当するとはいえない。

（3）	会社が、組合からの本件団
体交渉申入れに応じなかった
ことは、正当な理由のない団
体交渉拒否に該当するか。
	 	 上記（1）（2）のとおり、組合
は労組法7条2号の「使用者
が雇用する労働者の代表者」
に該当し、その要求する団体
交渉事項の一部は義務的団
交事項に該当する。
	 	 また、本件団体交渉申入
れ後の労使事情をみると、①
組合は、会社に対し、団体交

渉でなく話合いの形から始め
ることも可能というような一定
の譲歩の姿勢を示したのに対
し、会社は、組合との話合いに
は一切応じない姿勢を貫いて
いる。②会社に他にアスベスト
健康被害に関する相談窓口
や独自の補償制度等が設け
られているとの事実は見あた
らない。③本件団体交渉申入
れに応じられない旨の会社側
回答に抗議して、組合は、団
体行動権を行使する旨通知
したが、その後、団体交渉の
平和的な開催が妨げられるよ
うな事実は認められない。
	 	 以上から、退職後団体交渉
申入れまで長期間が経過して
いるものの、非常に長期間の
潜伏期間を要するアスベスト
関連の健康被害の特殊事情
を鑑みれば、紛争解決のため
の他の方途が用意されている
とか、団体交渉の実施に問題
が生じる懸念があるなどの特
段の事情は認められない本件
においては、退職前の雇用関
係に関連して発生した紛争に
関する事項を議題とする本件
団体交渉申入れに会社が応
じないことに正当な理由があ
るとはいえない。

（4）	救済方法について
	 	 本件団体交渉申入れに会
社が応じなかったことは労組
法7条2号の不当労働行為に
該当する。
	 	 ところで、会社は、組合員A
の会社に対する民事損害賠
償請求事件で和解が成立し
たことにより、組合員Aに対す
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16人の被害者・遺族が調停申立
兵庫●神戸港におけるアスベスト被害

日本ではアスベストのほとんど
を輸入に頼ってきた。石綿の輸
入量は1960年台初めに10万トン
を超え、1970年に30万トンに達
し、1974年に35万2000トンの最
高を記録した。日本の石綿輸
入量がピークであった1970年台
は、全輸入量の約3分の1が神
戸港に荷揚げされていた。その
ため、船内や水際で荷役作業
に従事した労働者だけでなく、
倉庫作業や検数作業に従事し
た労働者へと被害が拡がって
おり、ひょうご労働安全衛生セン

ターが把握している数字では、
神戸港で68名の方が労災認定
を受け、その他にも日雇いとして
港湾で働いた方18名が労災認
定されている。認定者の人数か
らも、神戸港は全国一アスベスト
被害が発生している港といえる。

◆港湾における石綿取扱作業

海外から輸入される石綿は、
ドンゴロス（麻袋）やPP袋（ポリ
プロピレン製の紐を編んだ袋）に
詰められている（神戸港に入港
した本船の石綿袋は、本船に

横付けされた艀（はしけ：小型の
平底の船）を経由して岸壁に積
み下ろされ、その後、倉庫に運
び込まれて（「倉入れ」）、倉庫
内に規則正しく積み上げられた
（「はい付け」）。
本船から倉庫までの一連の
荷役作業のうち、本船から艀に
移すまでの作業を「船内作業」
といい、艀から岸壁に下ろして
倉庫に運び込み、または倉庫か
ら運び出す作業を「沿岸作業」。
また、各作業に付随して、作業
場所の準備、片付け、清掃や破
れた石綿袋の繕いを行う作業が
あり、「船内関連作業」や「沿岸
関連作業」と呼ばれていた。
1970年代後半から徐 に々、石
綿袋はコンテナに積載されるよう
になり、コンテナ専用船からコン
テナごと岸壁に陸揚げされ、こ
れに伴って、船内作業は減った。
それでも、岸壁に下ろされたコン
テナから石綿袋を取り出し（「バ
ン出し」）、パレットに積み上げる作
業や、パレットに積んだ石綿袋を
倉庫に運び込む作業は、沿岸
作業として続けられた。

◆石綿袋の運搬方法

船内作業においては、「モッ
コ」と呼ばれる麻ひもで編んだ
四角い網を使って石綿袋を艀に
移す。船倉内に広げたモッコの
上に石綿袋を積み上げ、モッコ
の四隅のひもをクレーンのフック
にかけて、石綿袋をモッコで包
むようにして吊り上げて艀に移す
（「艀取り」）。船倉内の石綿袋
をモッコの上にのせるときには、
手鉤（てかぎ）を使って石綿袋を

る団体交渉目的は消滅したの
で、救済利益も消滅する旨主
張するので検討すると、団体
交渉事項②及び③について
は、初審命令交付後の24年3
月16日の和解の成立により既
に解決済みであると認められ、
現時点では救済の必要性は
失われたといわざるを得ない。
しかしながら、団体交渉事項
①のうち、組合員Aの職場に
関する点については、和解の
成立をもって、団体交渉拒否
についての救済の必要性が
失われたということはできない。
	 	 本件の事情を考慮すると、
組合員Aの退職後、長期間を
経過し、既に事業場自体が存
在しない職場のアスベスト曝

露の実態を調査し組合に明
らかにすることについて、団体
交渉拒否の不作為義務及び
文書手交を命じる必要性はな
いが、会社の団体交渉拒否
に正当な理由がないことを明
らかにし、将来の正常な集団
的労使関係秩序の確保を期
するために、会社の対応が不
当労働行為であったことを確
認する旨の命令を発すること
とする。

【参考】初審救済申立日　平成
20年9月12日（神奈川県労委
平成20年（不）第23号）／初
審命令交付日	平成21年7月
30日／再審査申立日	平成21
年8月7日


